
陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木質バイオマスエネルギー利用

設備）実施要綱

令和７年４月１日告示第５０号

改正 令和７年１０月１６日告示第９５号

（趣旨）

第１ この要綱は、温室効果ガス排出量の削減に向けて、環境負荷の少ないエネルギ

ー資源の地産地消を促進するため、木質バイオマスエネルギー利用設備を導入する

場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田

市補助金交付規則（昭和３３年陸前高田市規則第２号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

⑴ 木質バイオマスエネルギー利用設備 薪、チップ、ペレットを燃料とするスト

ーブ等をいう。

⑵ ペレット 製材工場及びチップ工場から産出される端材及び樹皮を活用し粉砕

した物を円筒形に固めたものをいう。

（補助対象設備）

第３ 補助対象設備は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

⑴ 市内の住宅に設置される木質バイオマスエネルギー利用設備であること。

⑵ 未使用品であること。

⑶ 薪ストーブにおいては、二次燃焼機能を有するものであること。

（補助対象者）

第４ 補助を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、申請時点にお

いて納期の到来した市税その他市が債権を有する公租公課等を滞納していない者で

あって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

⑴ 市内に住所を有する者又は転入予定の者、事業所を開設している者若しくは開

設予定の者（転入予定又は開設予定の者にあっては、第１２に規定する実績報告

書を提出する時点で転入又は開設が完了している者に限る。）



⑵ 市内に木質バイオマスエネルギー利用設備を新たに設置する者

⑶ 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱（平成２６年告示第６３号）

の規定に基づく助成を受けていないこと。

（補助対象経費）

第５ 補助対象経費は、別表のとおりとする。

（補助額）

第６ 補助額は、補助対象経費に４分の３を乗じて得た額（その額に１，０００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる）とする。ただし、７５万円を限度とす

る。

（申請書等の様式）

第７ 規則第３条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。

⑴ 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木質バイオマスエネルギー利用設

備）補助金交付申請書（様式第１号）

⑵ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置場所の位置図及び現況が分かる写真

⑶ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要する費用の内訳が確認できる書

類

⑷ 木質バイオマスエネルギー利用設備を構成する機器の型式及び出力などが確認

できる書類

⑸ その他市長が必要と認めるもの

２ 前項の規定に基づく申請は、木質バイオマスエネルギー利用設備ごとに、１つの

住宅等につき１回限りとする。

（申請の期限）

第８ 規則第３条に定める期日は、木質バイオマスエネルギー利用設備を導入しよう

とする日の属する年度の１１月の末日とする。

（補助事業の軽微な変更）

第９ 規則第５条第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、事業費の２０パーセン

ト以上の変更以外の変更とする。

（変更の承認申請）

第１０ 規則第５条第２項に規定する提出期日は、変更事由が発生した日から起算し

て１５日以内とする。



（申請の取下期日）

第１１ 規則第７条第１項に規定する申請の取下期日は、交付の決定の通知を受領し

た日から起算して１５日以内とする。

（実績報告）

第１２ 規則第１２条第１項の規定による届出は、陸前高田市新エネルギー設備導入

促進事業（木質バイオマスエネルギー利用設備）完了報告書（様式第２号）による

ものとし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

⑴ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要した費用及びその内訳を確認で

きる書類

⑵ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要した費用の支払を確認できる書

類

⑶ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置状況、施工状況等の事業の実施を確

認できる書類

⑷ その他市長が必要と認める書類

（請求に係る報告）

第１３ 規則第１２条第２項の規定による請求が交付の決定を受けた年度の３月の末

日までにできないと見込まれるときは、その旨を市長に報告しなければならない。

（報告の徴収等）

第１４ 市長は、補助事業の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めると

きは、交付の決定を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行

うことができる。

（オンラインによる申請）

第１５ この要綱に基づく手続きは、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により

行うことができる。

（補則）

第１６ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。



別表 対象経費（第５関係）

区分 費目 細分 内容

工事費 本工事費

（直接工事費）

材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、

保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、

積算資料（経済調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実

態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価

は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計

労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業と

の関連を考慮して適切な単価とする。

直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。

① 特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術

者等に要する費用）、

② 水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用

水使用料）、

③ 機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に要する経費（材料費、

労務費を除く。））

④ 負担金（事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担す

る経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統

への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万

円/kWを上限とする。)）

（間接工事費） 共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用、

②準備、後片付け整地等に要する費用、

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用、

④技術管理に要する費用、

⑤交通の管理、安全施設に要する費用

現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、

消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決

定する。

一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品

費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。

付帯工事費 本工事費に付随する直接必要な工事（交付要件に定める柵塀に係る工事を

含む。）に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じ

て算定すること。

機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購

入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及試験費 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理

及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、

基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要す

る材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調

査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合におい

ては請負費又は委託料の費用をいう。

設備費 設備費 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調

整、据付け等に要する経費をいう。



業務費 業務費 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、

製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調

査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、

人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、

請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において

は請負費又は委託料の費用をいう。

PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必

要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。

事務費 事務費 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅

費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費

をいう。地方公共団体が交付金事業の執行にあたって直接必要となる事務

費については別表第４による。



様式第１号（第７関係）

年 月 日

陸前高田市長 あて

申請者 住 所

氏 名

連絡先（日中に連絡がつく電話番号等を記載すること）

陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木質バイオマスエネルギー利用設備）補助金交付申請書

年度において、標題事業の実施に係る補助を受けたいので、陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木

質バイオマスエネルギー利用設備）実施要綱第７の規定により、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 ※太枠

内を記入してください。

※交付申請額について

木質バイオマスエネルギー設備：設置費用の４分の３に相当する額以内の額（上限７５万円、千円未満端数切り捨て）

※添付書類

１ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置場所の位置図及び現況が分かる写真

２ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要する費用の内訳が確認できる書類

３ 木質バイオマスエネルギー利用設備を構成する機器の型式及び出力などが確認できる書類

４ その他市長が必要と認める書類

設備

（該当部分に☑）

□ 薪ストーブ

□ チップを燃料とするストーブ

□ ペレットストーブ

設置場所 陸前高田市 先行地域内である場合は右欄に☑ □

工事完了（予定）日 年 月 日

設置費用（税抜） 円

交付申請額※ 円

納期の到来した市税その他市に対する債務の滞納の有無（該当部分に☑） （ □ あり □ なし ）

陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木質バイオマスエネルギー利用設備）補助金交付にあたり、住所等を

確認の上、納税担当課で保有する市税等の滞納状況に係る情報について、当該補助の担当課職員が確認することに同

意します。

申請者氏名



様式第２号（第１２関係）

年 月 日

陸前高田市長 あて

申請者 住 所

氏 名

連絡先

陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木質バイオマスエネルギー利用設備）完了報告書

年 月 日付け陸前高田市指令 第 号で交付決定の通知のあった標題事業について、そ

の事業が完了したので、陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業（木質バイオマスエネルギー利用設備）実施要綱第

１２の規定により、関係書類を添えて、次のとおり報告します。 ※太枠内を記入してください。

※添付書類

１ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要した費用及びその内訳を確認できる書類

２ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要した費用の支払を確認できる書類

３ 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置状況、施工状況等の事業の実施を確認できる書類

４ その他市長が必要と認める書類

設備

（該当部分に☑）

□ 薪ストーブ

□ チップを燃料とするストーブ

□ ペレットストーブ

設置場所 陸前高田市 先行地域内である場合は右欄に☑ □

事業着手日 年 月 日 事業完了日 年 月 日

設置費用（税抜） 円

交付決定額 円

その他




